
令和６年度三田市高校生議会  質 問 書 

 

【質 問 者】２番 兵庫県立有馬高等学校 ２年 竹内 昊（たけうち そ

ら） 

【担 当 課】都市整備部 道路河川課 

【答弁予定者】都市整備部長 

【質問事 項】三田市の明るい街づくりについて 

【質問内 容】 

 ２番 高校生議員 兵庫県立有馬高等学校２年の竹内 昊です。私からは

三田市の明るい街づくりについて質問をします。                        

 私は定時制の高校に在籍しており、その登下校中、自転車で通行するには道

がせまく、見通しの悪い道があり不便だったことから、三田市が明るくみんな

にとって安心・安全に暮らせる街になればいいなと考えております。                          

 今の三田市は、街灯が少ない道や植物が生い茂り見通しの悪い道がありま

す。そのため事故や犯罪の心配があり、照明の数を増やしたり、見通しの良い

道にしたりする必要があると考えます。                          

 そこで私は、照明の増設することや木を剪定することを提案します。この提

案が実現することによって、みんなが安心・安全に暮らすことができ、三田市

の人口の流出を防ぐことができるようになりますし、私たち若者も大人にな

っても安心・安全の三田市で暮らし続けようと考える人が増えると思ってい

ます。                          



 三田市の明るく安心・安全な街づくりについて、市の考えをお聞かせくださ

い。 
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【答弁内容】 

私からは竹内議員ご質問の、「三田市の明るい街づくり」についてお答えし

ます。 

道路の街灯が少ないことや樹木が生い茂って道路の見通しが悪いことは、

事故の発生に繋がるだけでなく、地域の安全や快適な生活環境に影響を与え

る重要な問題です。 

道路を照らす街灯には「街路灯」と「防犯灯」の２種類があり、「街路灯」

は夜間における道路状況や交通状況を通行者が的確に把握できるように、「防

犯灯」は主に住宅地及びその周辺の暗い場所に、住民の安全対策として防犯を

目的として設置されています。 

「街路灯」の設置については、道路照明施設設置基準に基づき信号機の設置

された交差点や横断歩道、長い橋、夜間の交通において特に危険な場所を基本

とし、さらに道路の状況や交通量などを考慮した上で道路管理者が設置して

おります。 

「防犯灯」については、地域住民等が通行する公道等において区や自治会か

らの要望を受け、設置可能な個所の有無や周辺の明るさ、人通りなどを検討し

たうえで市が設置しております。 

市ではこれら「街路灯」や「防犯灯」は、夜間に通行する市民にとってはか



けがえのない灯りであり、この明るさが事故低減や犯罪防止に重要な役割を

果たしていると認識しています。議員ご提案の照明の増設については、ご相談

やご要望を受けた個所ごとに、道路の状況や交通量、危険度合いなどを踏まえ

た上で検討して参りますのでご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

また、道路空間への樹木の張り出しにつきましては、議員ご指摘の通り、照

明や信号を遮るなど見通しを悪くするだけでなく、通行空間を狭くするなど

通行への様々な支障を発生させ事故を誘発する要因の一つとなっております。 

市は定例的な業務などで街路樹を剪定や伐採し、道路上の安全な通行の確

保に努めているところですが、樹木の育成により伸びすぎた枝葉が道路上に

はみ出してしまう事がございます。その際は、直ちに剪定等により対応すると

ともに、民地に育成した樹木の張り出しであれば、その土地の所有者に剪定や

伐採等、適切な管理をお願いしているところです。 

引き続き、枝葉の剪定だけでなく雑草除草も含めた適切な道路空間の確保

に努めることにより安全・安心な三田市を目指してまいりますので、ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 
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【再質問内容】 

答弁の中で、暗い場所に設置する街灯の種類やその土地の所有者に木の剪

定、伐採、適切な管理をお願いしていることを教えていただきました。そのよ

うな取り組みを踏まえ、より事故の可能性を低くし安全安心な三田市を目指

すために、特にカーブ等の見通しの悪い道に「速度落とせ」等の注意喚起の看



板を設置することを提案します。このことについて市の考えをお聞かせくだ

さい。 
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【再答弁内容】 

再質問にお答えします。 

議員ご指摘の通り、見通しが悪いカーブは運転行動の３要素、「認知」、「判

断」、「操作」のうち「認知」に大きな影響を及ぼすと考えられており、認知が

遅れるなどのミスが事故発生の主な要因になると認識しております。加えて、

その道路形状によりカーブは直線道路に比べスリップしやすく、重大な事故

が発生しやすい箇所の一つとされております。 

市はカーブだけでなく曲がり角や交差点などにおいても、木々の適切な管

理や隅切りの設置などにより安全な見通しの確保に努めておりますが、事故

発生の可能性を減らし安全運転を補完する目的で、見通しの悪いカーブも含

めた事故が起きやすい箇所についてはカーブミラーの設置等、現場状況に応

じた対策を講じております。議員ご提案のカーブにおける注意喚起看板の設

置についても有効な手法であると考えますので、今後の安全対策の参考とさ

せていただき、より安全な三田の道路を目指してまいりますので、重ねてご理

解を賜りますようお願いいたします。 


